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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年３月１２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２６年８月８日 ２３時４３分ごろ 

発生場所 香川県小豆島の地蔵埼東岸 

 地蔵埼灯台から真方位０６６°１,１５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２５.２０′ 東経１３４°１４.８１′） 

事故調査の経過  平成２６年８月１５日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 こうせい丸、１９９トン 

 １４０１３８、不動海運有限会社 

 ５６.０８ｍ×９.５０ｍ×５.５０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３５kＷ、平成１７年１月２１日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７１歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和４２年３月２４日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２５年１２月１１日 

  免状有効期間満了日 平成３１年５月１７日 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底外板に亀裂を伴う凹損、左舷ビルジキールに曲損 

 事故の経過  本船は、船長ほか３人が乗り組み、平成２６年８月８日１８時００

分ごろ阪神港大阪区を出港し、船長が出港操船に引き続き単独の船橋

当直に就き、広島県呉市呉港に向けて航行した。 

 船長は、１９時３０分ごろ船倉内の掃除を終えて昇橋した一等航海

士と船橋当直を交替し、降橋して休憩をとった後、２０時００分ごろ

明石海峡航路東口付近で昇橋して単独の船橋当直に就き、明石海峡航

路を通航した後、約１０ノットの対地速力で、自動操舵により播磨灘

を西南西進した。 

 船長は、２３時１５分ごろ播磨灘航路第１号灯浮標付近で手動操舵

に切り替え、備讃瀬戸東航路東口に向けて右転した後、自動操舵に戻

して小豆島南方沖を西進した。 

 船長は、周囲に漁船や反航船等を見掛けなかったので、操舵室の左

隅に置いていた椅子を操舵スタンド後方に移して腰を掛け、左肘を同
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スタンドの上に載せ、頬
ほお

杖
づえ

をついた姿勢で船橋当直を続けていたとこ

ろ、居眠りに陥った。 

 本船は、２３時４３分ごろ地蔵埼東岸に乗り揚げた。 

 船長は、乗揚の衝撃で目覚め、機関を停止して損傷及び浸水状況等

を確認した後、船舶所有者を介し海上保安庁に通報した。 

 本船は、９日１１時４５分ごろサルベージ会社の引船により離礁

し、小豆島町池田湾に錨泊して応急修理を行ったのち、香川県丸亀
まるがめ

市

の造船所に入渠した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 北西、風力 ３、視程 約４海里 

海象：潮汐 下げ潮の初期、波高 約０.５ｍ 

 その他の事項  本船は、空船で、喫水が船首約１.２０ｍ、船尾約３.００ｍであった。 

 本船は、船橋当直を船長及び航海士２人による単独の４時間交替３

直制とし、船長は、０８時～１２時及び２０時～２４時の時間帯に入

直していた。 

 船長は、ふだん、航海中の睡眠時間が約４～５時間であり、船橋当

直中に眠気を感じた時には、体操をしたり、外気に当たったりしていた。 

 船長は、本事故後、播磨灘航路第１号灯浮標を通過する頃、間もな

く船橋当直を交替するので、気が緩み、眠気を感じるようになったの

ではないかと思った。 

 船長は、手動操舵で備讃瀬戸東航路東口に向けて右転した後、自動

操舵に切り替える際、設定した針路を確認していなかった。 

 本船には、船橋航海当直警報装置はなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、小豆島南方沖を地蔵埼に向かう態勢で西進中、単独で船橋

当直中の船長が居眠りに陥ったことから、地蔵埼東岸に乗り揚げたも

のと考えられる。 

 船長は、播磨灘航路第１号灯浮標付近を航行中、周囲に漁船や反航

船等を見掛けず、また、間もなく船橋当直を交替することから、緊張

感が緩んで覚醒水準が低下し、自動操舵に戻した際に設定した針路を

確認しなかった可能性があると考えられる。 

 船長は、眠気を感じるようになった際、椅子に腰を掛けて船橋当直

を続けていたことから、自動操舵に戻して間もなく居眠りに陥ったも

のと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、小豆島南方沖を地蔵埼に向かう態勢で西

進中、単独で船橋当直中の船長が居眠りに陥ったため、地蔵埼東岸に

乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 
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参考  船舶所有者は、本事故後、造船所での修繕に併せ、本船に船橋航海

当直警報装置を設置した。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船橋当直中に眠気を感じた場合、椅子に腰を掛けず、身体を動か

したり、外気に当たったりして眠気を払うこと。 
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香川県小豆島町 

事故発生場所 

平成２６年８月８日  

２３時４３分ごろ発生 

播磨灘航路第１号

灯浮標 

播磨灘航路第２号

灯浮標 

播磨灘航路第３号

灯浮標 

大角鼻灯台 

地蔵埼灯台 

付図１ 事故発生経過概略図 

 

備讃瀬戸東航路中央

第７号灯浮標 

予定針路 


